
企
業
が
従
業
員
の
た
め

に
実
施

個
人
が
自
ら
加
入

【
厚

生
年

金
基

金
】

【
確

定
給

付
企

業
年

金
】

【
確

定
拠

出
年

金
(企

業
型
)】

【
適

格
退

職
年

金
】

【
国

民
年

金
基

金
】

【
確

定
拠

出
年

金
(個

人
型
)】

掛
金
負
担
は
、
原
則
事
業
主
と
加
入
員
で
折
半
。

公
的
年
金
で
あ
る
厚
生
年
金
保
険
の
給
付
も
一
部
代
行
し
て
行
っ
て
い
る
。

掛
金
負
担
は
、
事

業
主
拠
出
が
原
則
。
本
人
の
同
意
を
も
と
に
加
入
者
負
担
も

可
。

事
業
主
拠
出
の
み
で
、
掛
金
額
を
企
業
が
保
証
。

※
平

成
２
４
年

１
月

よ
り
、
規

約
で
定

め
た
場

合
、
加

入
者

の
拠

出
も
可

能

・
掛
金
負
担
は
、
事
業
主
拠
出
が
原
則
。
企
業
の
退
職
年
金
の
積
立
に
関
し
税

制
上

の
優

遇
が

行
わ

れ
る
制

度
。

・
法
令
上
、
積
立
義
務
等
は
な
く
、
受
給
権
の
保
護
に
欠
け
る
た
め
、
平
成
23

年
度
末
廃
止
。

・
自

営
業

者
や

企
業

年
金

を
導

入
し
て
い
な
い
企

業
に
勤

め
て
お
り

企
業

の
支

援
を
受

け
ら
れ

な
い
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
が

自
ら
掛

金
を
拠

出
。

・
拠

出
限

度
額

は
、
第

１
号

加
入

者
（
自

営
業

者
等

）
に
つ
い
て
は

、
確

定
給

付
型

の
制

度
で
あ
る
国

民
年

金
基

金
の

拠
出

額
を
共

有
の

枠
と
し
て
設

定
し
、
第

２
号

加
入

者
（
企

業
年

金
の

な
い
企

業
の

従
業

員
）
に
つ
い
て
は

、
企

業
年

金
等

を
実

施
し
て
い
る
企

業
の

事
業

主
拠

出
額

の
水
準
を
勘
案
し
て
設
定

自
営
業
者
等
が
自
ら
掛
金
を
拠
出
。

※
国

民
年

金
基

金
は

、
居

住
す
る
地

域
や

従
事

す
る
職

域
に
応
じ
て
設
立
。

個
人
型
年
金
の

概
要

本
人
が
運
用
指
図
を
行
い
、

そ
の
実
績
に
よ
り
、
給
付
額

が
決
定

（
確

定
拠

出
型

）

将
来
的
な
給
付
額
を
保
証

（
確

定
給

付
型

）

本
人
が
運
用
指
図
を
行

い
、
そ
の

実
績

に
よ
り
、

給
付

額
が

決
定

（
確

定
拠

出
型

）

将
来
的
な
給
付
額
を
保

証

資
料
７
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